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主 要 判 決 全 文 紹 介

【本判決の要旨、考察】

１．特許請求の範囲
木材パルプを原料とするガラス板用合紙であって、紙中に含まれるシリコーンの量が、紙の絶乾質

量に対して0.5ppm以下であるガラス板用合紙。
２．（判旨抜粋）

特許法29条の２…にいう先願明細書等に記載された「発明」とは、先願明細書等に記載されている
事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい、記載されているに等しい事項とは、

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「ガラス板用合紙」事件－先願発明（特許法29条の２）の発明該当性
（引用例適格）が認められた事例）［上］（全２回）
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−令和２年（行ケ）第10005号、令和２年11月10日判決言渡（高部裁判長）−
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